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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吐出用液体と前記吐出用液体よりも気体透過率が低い不揮発性液体と気体を、前記吐出
用液体と前記気体との間に前記不揮発性液体が存在することにより前記吐出用液体と前記
気体を分離した状態で筐体内に収容する液体収容部と、
　前記液体収容部に前記気体を出し入れすることにより前記筐体内の前記吐出用液体の圧
力を制御する圧力制御部と、
　前記液体収容部に連通し、前記液体収容部から送られた吐出用液体を加圧して、前記吐
出用液体をノズルから吐出させる吐出手段を備える記録ヘッドと、
　を備え、
　前記不揮発性液体は多孔質部材に含浸されていることを特徴とする液体吐出装置。
【請求項２】
　吐出用液体と前記吐出用液体よりも気体透過率が低い不揮発性液体と気体を、前記吐出
用液体と前記気体との間に前記不揮発性液体が存在することにより前記吐出用液体と前記
気体を分離した状態で筐体内に収容する液体収容部と、
　前記液体収容部に前記気体を出し入れすることにより前記筐体内の前記吐出用液体の圧
力を制御する圧力制御部と、
　前記液体収容部に連通し、前記液体収容部から送られた吐出用液体を加圧して、前記吐
出用液体をノズルから吐出させる吐出手段を備える記録ヘッドと、
　を備え、
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　前記液体収容部は、前記吐出用液体と前記不揮発性液体との間に弾性膜が配置されるこ
とを特徴とする液体吐出装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の液体吐出装置において、
　前記不揮発性液体と前記気体との間に弾性膜が配置されることを特徴とする液体吐出装
置。
【請求項４】
　請求項２に記載の液体吐出装置において、
　前記弾性膜は前記液体収容部の筐体と接する部分に弾性膜支持部材を備え、
　前記弾性膜支持部材は可動式であることを特徴とする液体吐出装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の液体吐出装置において、
　前記不揮発性液体は磁性流体であり、
　前記不揮発性液体に磁力を付与する磁力発生装置を有し、
　前記磁力発生装置の磁力を制御することにより前記不揮発性液体を移動させて前記吐出
用液体の圧力を制御することを特徴とする液体吐出装置。
【請求項６】
　吐出用液体と前記吐出用液体よりも気体透過率が低い不揮発性液体と気体を、前記吐出
用液体と前記気体との間に前記不揮発性液体が存在することにより前記吐出用液体と前記
気体を分離した状態で筐体内に収容する液体収容部と、
　前記液体収容部に前記気体を出し入れすることにより前記筐体内の前記吐出用液体の圧
力を制御する圧力制御部と、
　前記液体収容部に連通し、前記液体収容部から送られた吐出用液体を加圧して、前記吐
出用液体をノズルから吐出させる吐出手段を備える記録ヘッドと、
　を備え、
　前記不揮発性液体は、光透過率が前記吐出用液体より低く、または、光反射率が前記吐
出用液体よりも高いことを特徴とする液体吐出装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の液体吐出装置において、
　前記不揮発性液体の比重は、前記吐出用液体の比重より軽いことを特徴とする液体吐出
装置。
【請求項８】
　吐出用液体と、前記吐出用液体よりも気体透過率が低い不揮発性液体と、気体と、前記
吐出用液体と前記気体との間に配置する非弾性部材と、前記不揮発性液体と前記気体との
間および前記不揮発性液体と前記吐出用液体との間に配置する弾性膜とを筐体内に収容す
る液体収容部と、
　前記液体収容部に前記気体を出し入れすることにより前記筐体内の前記吐出用液体の圧
力を制御する圧力制御部と、
　前記液体収容部に連通し、前記液体収容部から送られた吐出用液体を加圧して、前記吐
出用液体をノズルから吐出させる吐出手段を備える記録ヘッドと、
　を備えたことを特徴とする液体吐出装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の液体吐出装置を有することを特徴とする画像形
成装置。
【請求項１０】
　吐出用液体と気体との間に、前記吐出用液体よりも気体透過率が低く、多孔質部材に含
浸された不揮発性液体が存在することにより、前記吐出用液体と前記気体を分離した状態
で収容する液体収容部の筐体内に前記気体を出し入れすることにより前記筐体内の前記吐
出用液体の圧力を制御した状態で、
　前記筐体内に連通する記録ヘッドのノズルから、前記液体収容部から送られた吐出用液
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体を加圧する吐出手段により前記吐出用液体を吐出させることを特徴とする液体吐出方法
。
【請求項１１】
　吐出用液体と気体との間に、前記吐出用液体よりも気体透過率が低い不揮発性液体が存
在することにより前記吐出用液体と前記気体を分離し、前記吐出用液体と前記不揮発性液
体との間に弾性膜が配置された状態で収容する液体収容部の筐体内に前記気体を出し入れ
することにより前記筐体内の前記吐出用液体の圧力を制御した状態で、
　前記筐体内に連通する記録ヘッドのノズルから、前記液体収容部から送られた吐出用液
体を加圧する吐出手段により前記吐出用液体を吐出させることを特徴とする液体吐出方法
。
【請求項１２】
　吐出用液体と気体との間に、前記吐出用液体よりも気体透過率が低く、光透過率が前記
吐出用液体より低いか、または、光反射率が前記吐出用液体よりも高い不揮発性液体が存
在することにより前記吐出用液体と前記気体を分離した状態で収容する液体収容部の筐体
内に前記気体を出し入れすることにより前記筐体内の前記吐出用液体の圧力を制御した状
態で、
　前記筐体内に連通する記録ヘッドのノズルから、前記液体収容部から送られた吐出用液
体を加圧する吐出手段により前記吐出用液体を吐出させることを特徴とする液体吐出方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液体吐出装置および画像形成装置および液体吐出方法に係り、特にガスバリア
性を確保し、かつ、吐出用液体に含まれる色材などの凝集や沈殿を防止することにより、
吐出用液体の安定した吐出状態を実現することが出来る液体吐出装置および液体吐出方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には図１５に示すように、おおよそ記録ヘッド２２２、インクカートリッジ
２２１、圧力制御部２２３などから構成される液体噴射装置の発明が開示されている。そ
して、インクカートリッジ２２１と圧力制御部２２３内のポンプ２３８は、圧力制御チュ
ーブ２３７により圧力制御バルブ２２９を介して連通している。圧力センサ２３６は、圧
力制御チューブ２３７を介してインクカートリッジ２２１内の空気圧を検出するものであ
る。
【０００３】
　このような構成のもと、圧力センサ２３６の検出信号により圧力制御部２２３内の制御
回路２３９が圧力制御バルブ２２９やポンプ２３８を制御して、インクパックが収納され
るインクカートリッジ２２１内の空気圧を負圧に維持できるとする。
【特許文献１】特開２００５－４１０４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の発明においては、インクパックを構成するインク袋２３１
は可撓性とガスバリア性を有する素材で形成されている。具体的には、例えば外側をナイ
ロンフィルム、内側をポリエチレンフィルムにより挟みこんだ構成のアルミニウムラミネ
ートフィルムにより形成されている。
【０００５】
　そのため、インク袋２３１は数１００μｍの厚みを成し剛性が増すため、インク消費に
従い局部に折れやシワが発生する。インク袋２３１の局部に折れやシワが発生すると、そ
の部分の対流が滞り、インク液に含まれている色材などの凝集や沈降が生じるおそれがあ
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る。そして、インクの吐出時に色材などの凝集や沈降により生じた凝集物や沈降物が記録
ヘッドに流入すると不吐出が発生してしまう。
【０００６】
　また、インク袋２３１に立体折り込みや蛇腹のような折り目を付ける例が考えられるが
、この場合も同様に折り目部分のインクが対流せず、その結果インクの凝集物や沈降物が
発生し、凝集物や沈降物が記録ヘッドへ供給され圧力不良や目詰まりが生じてしまう。
【０００７】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、ガスバリア性を確保し、かつ、吐出
用液体に含まれる色材などの凝集や沈殿を防止することにより、吐出用液体の安定した吐
出状態を実現することが出来る液体吐出装置および画像形成装置および液体吐出方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために請求項１に係る発明は、液体吐出装置において、吐出用液体
と前記吐出用液体よりも気体透過率が低い不揮発性液体と気体を、前記吐出用液体と前記
気体との間に前記不揮発性液体が存在することにより前記吐出用液体と前記気体を分離し
た状態で筐体内に収容する液体収容部と、前記液体収容部に前記気体を出し入れすること
により前記筐体内の前記吐出用液体の圧力を制御する圧力制御部と、前記液体収容部に連
通し、前記液体収容部から送られた吐出用液体を加圧して、前記吐出用液体をノズルから
吐出させる吐出手段を備える記録ヘッドと、を備え、前記不揮発性液体は多孔質部材に含
浸されていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明によれば、吐出用液体よりも気体透過性が低い不揮発性液体が気体と吐出用液体
の間に存在するので、吐出用液体に気体が溶解することを抑制しながら圧力調整が可能で
ある。また、記録ヘッドから吐出用液体が吐出され液体収容部内の吐出用液体が消費され
る場合であっても、吐出用液体内において対流を阻害する部分が生じないので、色材など
の凝集物や沈殿物が生じない。そのため、記録ヘッドからの安定した吐出状態を実現する
ことが出来る。また、不揮発性液体を固体の多孔質部材に含浸させることにより、外部か
らの振動の影響を受けず液体収容部内の吐出用液体の圧力を安定させることができる。ま
た、不揮発性液体を固体に含浸させることで、不揮発性液体が記録ヘッドへ流入すること
を防止できるとともに、液面の揺れが生じないので吐出用液体の残量を最小限にすること
ができる。
【００１０】
　前記目的を達成するために請求項７に係る発明は、請求項１から６のいずれかに記載の
液体吐出装置において、前記不揮発性液体の比重は前記吐出用液体の比重より軽いことを
特徴とする。
【００１１】
　本発明によれば、不揮発性液体が吐出用液体の液面上に配置され、不揮発性液体により
確実に吐出用液体と気体を分離した状態にすることができる。そのため、より確実に吐出
用液体に気体が溶解することを抑制しながら圧力調整が可能であり、また、吐出用液体内
において対流を阻害する部分が生じないので、色材などの凝集物や沈殿物が生じない。し
たがって、記録ヘッドからの安定した吐出状態を実現することが出来る。
【００１４】
　前記目的を達成するために請求項２に係る発明は、吐出用液体と前記吐出用液体よりも
気体透過率が低い不揮発性液体と気体を、前記吐出用液体と前記気体との間に前記不揮発
性液体が存在することにより前記吐出用液体と前記気体を分離した状態で筐体内に収容す
る液体収容部と、前記液体収容部に前記気体を出し入れすることにより前記筐体内の前記
吐出用液体の圧力を制御する圧力制御部と、前記液体収容部に連通し、前記液体収容部か
ら送られた吐出用液体を加圧して、前記吐出用液体をノズルから吐出させる吐出手段を備
える記録ヘッドと、を備え、前記液体収容部は、前記吐出用液体と前記不揮発性液体との
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間に弾性膜が配置されることを特徴とする。
【００１５】
　本発明によれば、弾性膜により吐出用液体と不揮発性液体が分離されるので、不揮発性
液体については比重や吐出用液体との混合性などの物性が問われない。そのため、比較的
安価な不揮発性液体も用いることができる。
【００１６】
　また、吐出用液体を使い切った場合であっても不揮発性液体が記録ヘッドへ流入するこ
とがないため、吐出用液体を完全に使い切ることが可能である。また、記録ヘッドからの
吐出用液体の吐出により液体収容部内の吐出用液体が消費される場合であっても、吐出用
液体内において対流を阻害する部分が生じないので、色材などの凝集物や沈殿物が生じな
い。さらに、弾性膜に気体透過性がある場合であっても不揮発性液体の存在により、吐出
用液体の脱気を保つことができる。
【００１７】
　前記目的を達成するために請求項３に係る発明は、請求項２に記載の液体吐出装置にお
いて、前記不揮発性液体と前記気体との間に弾性膜が配置されることを特徴とする。
【００１８】
　本発明によれば、２枚の弾性膜の間に不揮発性液体を充填するので、液体収容部が大型
である場合であっても、不揮発性液体を少量にすることが可能であり、コストダウンが可
能である。
【００１９】
　前記目的を達成するために請求項４に係る発明は、請求項２に記載の液体吐出装置にお
いて、前記弾性膜は前記液体収容部の筐体と接する部分に弾性膜支持部材を備え、前記弾
性膜支持部材は可動式であることを特徴とする。
【００２０】
　本発明によれば、吐出用液体の液量に応じて弾性膜支持部材および弾性膜が移動し、通
常記録動作時は弾性膜の変形量を一定範囲内に抑えることが可能である。そのため、不揮
発性液体を最小量にすることができコストダウンが可能であり、弾性膜が長期間にわたり
大きな変形状態を保持することがないため弾性膜の高寿命化が可能となる。
【００２１】
　「通常記録動作時」とは、吐出用液体の初期充填時やメンテナンス時を除いた通常の記
録動作を行っている時である。
【００２２】
　前記目的を達成するために請求項５に係る発明は、請求項２に記載の液体吐出装置にお
いて、前記不揮発性液体は磁性流体であり、前記不揮発性液体に磁力を付与する磁力発生
装置を有し、前記磁力発生装置の磁力を制御することにより前記不揮発性液体を移動させ
て前記吐出用液体の圧力を制御することを特徴とする。
【００２３】
　本発明によれば、液体収容部の気体に振動を与えることなく、連続的な動作が可能にな
り、吐出用液体についてより正確な圧力の調整が可能になる。
【００２４】
　前記目的を達成するために請求項６に係る発明は、吐出用液体と前記吐出用液体よりも
気体透過率が低い不揮発性液体と気体を、前記吐出用液体と前記気体との間に前記不揮発
性液体が存在することにより前記吐出用液体と前記気体を分離した状態で筐体内に収容す
る液体収容部と、前記液体収容部に前記気体を出し入れすることにより前記筐体内の前記
吐出用液体の圧力を制御する圧力制御部と、前記液体収容部に連通し、前記液体収容部か
ら送られた吐出用液体を加圧して、前記吐出用液体をノズルから吐出させる吐出手段を備
える記録ヘッドと、を備え、前記不揮発性液体は、光透過率が前記吐出用液体より低く、
または、光反射率が前記吐出用液体よりも高いことを特徴とする。
【００２５】
　本発明によれば、吐出用液体が透明体であっても、吐出用液体の液位について確実な検
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出が可能となる。
【００２６】
　前記目的を達成するために請求項８に係る発明は、液体吐出装置において、吐出用液体
と、前記吐出用液体よりも気体透過率が低い不揮発性液体と、気体と、前記吐出用液体と
前記気体との間に配置する非弾性部材と、前記不揮発性液体と前記気体との間および前記
不揮発性液体と前記吐出用液体との間に配置する弾性膜とを筐体内に収容する液体収容部
と、前記液体収容部に前記気体を出し入れすることにより前記筐体内の前記吐出用液体の
圧力を制御する圧力制御部と、前記液体収容部に連通し、前記液体収容部から送られた吐
出用液体を加圧して、前記吐出用液体をノズルから吐出させる吐出手段を備える記録ヘッ
ドと、を備えたことを特徴とする。
【００２７】
　本発明によれば、吐出用液体の一部が弾性膜を介して不揮発性液体と接しており、また
一部が非弾性部材を介して気体と接している。そのため、液体収容部が大型である場合で
あっても、不揮発性液体を少量にすることが可能であり、コストダウンが可能である。
【００２８】
　前記目的を達成するために請求項９に係る発明は、画像形成装置において、請求項１か
ら８のいずれかに記載の液体吐出装置を有することを特徴とする。
【００２９】
　前記目的を達成するために請求項１０に係る発明は、液体吐出方法において、液吐出用
液体と気体との間に、前記吐出用液体よりも気体透過率が低く、多孔質部材に含浸された
不揮発性液体が存在することにより、前記吐出用液体と前記気体を分離した状態で収容す
る液体収容部の筐体内に前記気体を出し入れすることにより前記筐体内の前記吐出用液体
の圧力を制御した状態で、前記筐体内に連通する記録ヘッドのノズルから、前記液体収容
部から送られた吐出用液体を加圧する吐出手段により前記吐出用液体を吐出させることを
特徴とする。前記目的を達成するために請求項１１に係る発明は、液体吐出方法において
、吐出用液体と気体との間に、前記吐出用液体よりも気体透過率が低い不揮発性液体が存
在することにより前記吐出用液体と前記気体を分離し、前記吐出用液体と前記不揮発性液
体との間に弾性膜が配置された状態で収容する液体収容部の筐体内に前記気体を出し入れ
することにより前記筐体内の前記吐出用液体の圧力を制御した状態で、前記筐体内に連通
する記録ヘッドのノズルから、前記液体収容部から送られた吐出用液体を加圧する吐出手
段により前記吐出用液体を吐出させることを特徴とする。前記目的を達成するために請求
項１２に係る発明は、液体吐出方法において、吐出用液体と気体との間に、前記吐出用液
体よりも気体透過率が低く、光透過率が前記吐出用液体より低いか、または、光反射率が
前記吐出用液体よりも高い不揮発性液体が存在することにより前記吐出用液体と前記気体
を分離した状態で収容する液体収容部の筐体内に前記気体を出し入れすることにより前記
筐体内の前記吐出用液体の圧力を制御した状態で、前記筐体内に連通する記録ヘッドのノ
ズルから、前記液体収容部から送られた吐出用液体を加圧する吐出手段により前記吐出用
液体を吐出させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、ガスバリア性を確保し、かつ、吐出用液体に含まれる色材などの凝集
や沈殿を防止することにより、吐出用液体の安定した吐出状態を実現することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下添付図面に従って本発明の好ましい実施の形態について詳説する。
【００３２】
　〔液体吐出装置、液体吐出方法の説明〕
　図１は、本発明の液体吐出装置の概要図である。図１に示すように本発明の液体吐出装
置１１は、おおよそ液体収容部２１、記録ヘッド２２、圧力調整装置２３などにより構成
される。そして、液体収容部２１の筐体２１Ａ内には吐出用液体３１と不揮発性液体３２
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と空気３５が収容されており、液位検出器３３が配置されている。液体収容部２１は連通
路３４により記録ヘッド２２と連通している。圧力調整装置２３は、液体収容部２１の筐
体２１Ａ内の吐出用液体３１の圧力を検出する圧力検出器３６、液体収容部２１に連通す
る流路３７に配置されたポンプ３８、当該ポンプ３８の駆動制御を行うポンプ駆動制御装
置３９などにより構成される。
【００３３】
　液体収容部２１の筐体２１Ａ内に収容される不揮発性液体３２は、吐出用液体３１に混
合しないものを使用する。例えば、吐出用液体３１が水性インクの場合には非水溶性の液
体を使用する。これにより、吐出用液体３１と不揮発性液体３２が分離する。
【００３４】
　また、不揮発性液体３２は吐出用液体３１よりも比重が軽いものを使用する。これによ
り、吐出用液体３１の液面の上に不揮発性液体３２の層を形成する。
【００３５】
　さらに、不揮発性液体３２は気体透過率の低いものを使用する。例えば、フッ素オイル
やポリオレフィンなどがある。これにより、不揮発性液体３２は空気３５の透過を抑制す
る。
【００３６】
　また、吐出用液体３１の残量が少なくなったことを検知するため、液体収容部２１の底
面近傍には不揮発性液体３２を検出するための液位検出器３３を配置する。液位検出器３
３は、光透過率または光反射率を検出するセンサである。液位検出器３３は、液面が揺れ
た時に不揮発性液体３２が記録ヘッド２２へ流入することを防止するため、液体収容部２
１の底面から少し離れた位置に設置することが望ましい。具体的には、液体収容部２１の
底面から５ｍｍ～２０ｍｍ離れた位置に設置することが望ましい。
【００３７】
　以上のような構成を有する図１に示す実施形態によれば、圧力調整装置２３にて液体収
容部２１の筐体２１Ａ内の空気３５の圧力を一定に維持する。このとき、空気３５と吐出
用液体３１の間に存在する不揮発性液体３２は気体透過性が低いので、ガスバリアとして
の役割を果たし、吐出用液体３１に空気３５が溶解することを抑制する効果を得る。また
、不揮発性液体３２は吐出用液体３１に混合しないものを使用しているので、吐出用液体
３１に混合せず分離する効果を得る。また、記録ヘッド２２から吐出用液体３１が吐出さ
れ液体収容部２１の筐体２１Ａ内の吐出用液体３１が消費される場合であっても、吐出用
液体３１内において対流を阻害する部分が生じないので、色材などの凝集物や沈殿物が生
じない効果を得る。そのため、記録ヘッド２２からの安定した吐出状態を実現する効果を
得る。
【００３８】
　なお、不揮発性液体３２は吐出用液体３１より光透過率を低くまたは光反射率を高くす
る。これにより、液位検出器３３は、不揮発性液体３２の光透過率または光反射率を検出
することで、不揮発性液体３２の液位を検出することができる。そのため、吐出用液体３
１が透明体であっても、安価で確実な検出方法が可能となる。不揮発性液体３２としては
、例えば、不透明（白色、灰色）シリコーンオイルを混合したフッ素オイル、ポリオレフ
ィン、または、顔料をフッ素系高分子でカプセル状にコーティングし分散させたフッ素オ
イルが考えられる。
【００３９】
　そして、このような構成のもと、本発明の液体吐出装置はその液体吐出方法として、圧
力調整装置２３により液体収容部２１の筐体２１Ａ内に空気３５を出し入れすることによ
り液体収容部２１の筐体２１Ａ内の吐出用液体３１の圧力を一定に制御した状態で、液体
収容部２１の筐体２１Ａ内の吐出用液体３１を連通路３４を介して記録ヘッド２２に供給
し、後述する記録ヘッド２２内の吐出手段（発熱素子１５８など）によりノズル１５１か
ら吐出用液体３１を吐出する。
【００４０】
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　図２は、図１に示す実施形態に対してメインタンク４３を配置する場合を想定した例を
示す図である。図２に示すように、液体収容部２１としてサブタンクを用い、サブタンク
は弁４１とポンプ４２を介してメインタンク４３と連通している。そして、メインタンク
４３からサブタンクへ吐出用液体を供給しながら、圧力制御を行っている。
【００４１】
　また、液体収容部２１の上面近傍と底面近傍には不揮発性液体を検出するための液位検
出器（３３Ａ、３３Ｂ）を配置する。上面近傍に配置する液位検出器３３Ａは、不揮発性
液体３２がポンプ３８へ流出する場合にそれを検知する役割を果たす。一方、下面近傍に
配置する液位検出器３３Ｂは、不揮発性液体３２を検出することにより吐出用液体３１の
残量がないことを検出する役割を果たす。液位検出器３３Ｂは、液面が揺れた時に不揮発
性液体３２が記録ヘッド２２へ流入することを防止するため、液体収容部２１の底面から
少し離れた位置に設置することが望ましい。具体的には、液体収容部２１の底面から５ｍ
ｍ～２０ｍｍ離れた位置に設置することが望ましい。
【００４２】
　以上のような構成を有する図２に示す実施形態によれば、図１に示す実施形態の効果に
加えて、メインタンク４３を大容量化することや着脱交換を可能にすることで、大量印刷
や長期印刷が可能になる効果を得る。
【００４３】
　図３は、図１に示す実施形態に対して液体収容部２１をカートリッジとし、圧力調整装
置２３の代わりに差圧弁４６を配置する場合を想定した例を示す図である。図３に示すよ
うに、液体収容部２１としてカートリッジを用い、連結部材４４から上流側の構成部品を
着脱可能として交換可能する。そして、圧力調整装置２３の代わりに差圧弁４６を設ける
ことで圧力調整を行う。また、液体収容部２１の底面近傍には不揮発性液体３２を検出す
るための液位検出器３３を配置する。液位検出器３３は、液面が揺れた時に不揮発性液体
３２が記録ヘッド２２へ流入することを防止するため、液体収容部２１の底面から少し離
れた位置に設置することが望ましい。具体的には、液体収容部２１の底面から５ｍｍ～２
０ｍｍ離れた位置に設置することが望ましい。
【００４４】
　以上のような構成を有する図３に示す実施形態によれば、図１に示す実施形態の効果に
加えて、液体収容部２１としてカートリッジを用いるので液体供給用のポンプ等が不要で
あり、また、差圧弁４６を設けるので圧力調整用のポンプ等も不要である。そのため、装
置の小型化を図りつつ装置のコストを低減することができ、また、ポンプ等の制御が不要
であり消費電力を低減することができる。
【００４５】
　図４は、図１に示す実施形態に対して不揮発性液体３２を固体の多孔質部材４７に含浸
する例を示す図である。図４に示すように、不揮発性液体３２を含浸した固体の多孔質部
材４７を吐出用液体３１の液面上に配置している。また、液体収容部２１の底面近傍には
不揮発性液体３２を検出するための液位検出器３３を配置する。図４の実施形態では液面
が揺れることは想定されないので、液位検出器３３は液体収容部２１の底面に非常に近い
位置に設置することが望ましい。具体的には、液体収容部２１の底面から０ｍｍ～５ｍｍ
離れた位置に設置することが望ましい。
【００４６】
　以上のような構成を有する図４に示す実施形態によれば、液体収容部２１に外部から振
動が伝わった場合であっても、圧力を一定に維持するので、記録ヘッド２２からの吐出液
滴体積を一定に維持し、また、吐出液滴の飛翔方向を真っ直ぐに維持する効果を得る。ま
た、吐出用液体３１を使い切った場合であっても、不揮発性液体３２が記録ヘッド２２に
流入せず、かつ、吐出用液体３１の残量を最小限にできる効果を得る。
【００４７】
　図５は、吐出用液体３１と不揮発性液体３２の間に弾性膜４８を配置する例を示す図で
ある。図５に示すように、弾性膜４８の縁部分は液体収容部２１の内壁に固定し、吐出用
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液体３１と不揮発性液体３２の間に弾性膜４８を配置している。弾性膜４８の素材は、吐
出用液体３１の容積と同量以上変形可能であることが必要であり、また吐出用液体３１お
よび不揮発性液体３２に腐食されないことが条件である。そのため、吐出用液体３１や不
揮発性液体３２の材料に合わせて弾性膜４８の素材を選択する。具体的には、シリコンゴ
ム、ブチルゴム、エチレンゴムが望ましい。弾性膜４８の厚みは、変形性と耐久性を考慮
して、具体的には０．５ｍｍ～２．０ｍｍが適切である。
【００４８】
　また、弾性膜４８の固定位置付近であって当該固定位置から上面側に０ｍｍ～５ｍｍ離
れた位置に、不揮発性液体３２を検出するための液位検出器３３を配置する。吐出用液体
３１の残量が減少した時に、液位検出器３３により不揮発性液体３２の上部に存在する空
気３５を検出することで吐出用液体３１の残量が少ないことを検出することができる。
【００４９】
　以上より図５に示す実施形態によれば、弾性膜４８を設けることで不揮発性液体３２が
直接的に吐出用液体３１に接することがないので、不揮発性液体３２について物性（比重
、吐出用液体３１との混合性）が問われない。そのため、不揮発性液体３２として、比較
的安価な材料を用いることが可能になる効果を得る。
【００５０】
　また、吐出用液体３１を使い切った場合でも、不揮発性液体３２が記録ヘッド２２へ流
入することがないため、吐出用液体３１を完全に使い切ることができる効果を得る。また
、弾性膜４８は曲面形状を保ちながら変形し、吐出用液体３１の対流を阻害することが無
く、色材などの凝集物や沈殿物が生じない効果を得る。また、弾性膜４８に気体透過性が
ある場合であっても不揮発性液体３２の存在により気体透過性が下がり、吐出用液体３１
の脱気を保つことができる効果を得る。
【００５１】
　図６は、２枚の弾性膜４８を配置する例を示す図である。図６に示すように、２枚の弾
性膜４８を配置し、その２枚の弾性膜４８の間に不揮発性液体３２を充填している。２枚
の弾性膜４８は互いに同じような状態で変形するように、材質、形状（厚み）は同一のも
のが望ましい。また、液体収容部２１の底面中央部の近傍の位置に、不揮発性液体３２を
検出するための液位検出器３３を配置する。液位検出器３３により不揮発性液体３２を検
出することで吐出用液体３１の残量が少ないことを検出することができる。
【００５２】
　以上より図６に示す実施形態によれば、液体収容部２１が大型の場合であっても、弾性
膜４８の伸び量に関らず不揮発性液体３２を少量に保つことができ、コストダウンを図る
効果を得る。
【００５３】
　図７は、吐出用液体３１の一部が弾性膜４８を介し不揮発性液体３２と接する例を示す
図である。図７に示すように、吐出用液体３１の一部は弾性膜４８を介し不揮発性液体３
２と接し、一部は非弾性部材４９を介して空気３５と接している。また、不揮発性液体３
２の一部は弾性膜４８を介して空気３５と接している。
【００５４】
　非弾性部材４９としては、最大伸び量が０～１０％の素材からなり略平面形状を成して
いるものであって、気体透過率が低く厚みの小さいものを使用する。具体的には、気体透
過率が１０ｃｍ３／ｍ２・２４Ｈ・１ａｔｍ／ｍｍ以下、厚みが０．５～５．０ｍｍのも
のが考えられる。そして、非弾性部材４９の素材は、ステンレス、アルミ等の金属、また
はフッ素樹脂のＰＦＡやＰＰにアルミを蒸着したもの、ＰＰとＰＦＡの２層素材のものが
考えられる。
【００５５】
　また、液体収容部２１の底面中央部近傍に非弾性部材検出器５１を配置する。非弾性部
材検出器５１は、光透過率または光反射率を検出するセンサである。非弾性部材検出器５
１により非弾性部材４９を検出することで吐出用液体３１の残量が少ないことを検出する
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ことができる。
【００５６】
　以上より図７に示す実施形態によれば、液体収容部２１が大型の場合であっても、弾性
膜４８の伸び量に関らず不揮発性液体３２を少量に保つことができ、コストダウンを図る
効果を得る。
【００５７】
　図８は、弾性膜４８の端部に可動式の支持部材５２を配置する例を示す図である。図８
に示すように、弾性膜４８の端部に可動式の支持部材５２を液体収容部２１の内壁に密接
させて配置している。支持部材５２としては、例えば、ブチルゴム、天然ゴムなどシリン
ジやパッキンに用いられているゴム素材を用いることが考えられる。なお、支持部材５２
は弾性膜４８と同じ素材であってもよい。同じ素材であれば射出成型により製造が簡略化
できるメリットがある。また、支持部材５２は剛性を持たせるため、移動方向に対し厚く
し、弾性膜４８は支持部材５２に対し薄くする形態が望ましい。
【００５８】
　また、液体収容部２１の内壁および支持部材５２は円筒形状を成していることが望まし
い。円筒形状の場合、液体収容部２１の内壁と支持部材５２の摩擦力が均一となり、支持
部材５２と液体収容部２１の内壁との密着性を確保し易いからである。
【００５９】
　また、液体収容部２１の底面近傍に可動式弾性膜の支持部材５２の支持部材検出器５３
を配置する。支持部材検出器５３は、光透過率または光反射率を検出するセンサである。
支持部材検出器５３により可動式弾性膜の支持部材５２を検出することで吐出用液体３１
の残量が少ないことを検出することができる。
【００６０】
　以上より図８に示す実施形態によれば、吐出用液体３１の液量に応じて支持部材５２お
よび弾性膜４８が移動し、通常記録動作時は弾性膜４８の変形量を一定範囲内に抑えるこ
とが可能である。そのため、不揮発性液体３２を最小量にしてコストダウンを図る効果を
得る。また、弾性膜４８が長期間において大きな変形状態を保持することがないので、弾
性膜４８の高寿命化を図る効果を得る。
【００６１】
　図９は、磁力発生装置５４の磁力により吐出用液体３１の圧力を制御する例を示す図で
ある。図９に示すように、不揮発性液体３２を磁性流体とし、不揮発性液体３２の上方に
磁力発生装置５４が配置されている。磁性流体としては、例えば、粉末状の磁性金属（鉄
、ニッケル、コバルト）、磁性金属塩（磁性金属の硝酸塩や酢酸塩）、磁性イオン液体（
塩化鉄(III)酸1-ブチル-3-メチル-イミダゾリウム）が考えられる。
【００６２】
　また、弾性膜４８の固定位置付近であって当該固定位置から上面側に０ｍｍ～５ｍｍ離
れた位置に、不揮発性液体３２を検出するための液位検出器３３を配置する。吐出用液体
３１の残量が減少した時に、液位検出器３３により不揮発性液体３２の上部に存在する空
気３５を検出することで吐出用液体３１の残量が少ないことを検出することができる。な
お、液体収容部２１の上方には弁５７を備える空気供給用の流路５８が設けられている。
【００６３】
　このような構成のもと、図９の実施形態では、圧力調整装置２３内の磁力制御装置５６
により磁力発生装置５４の磁力を制御して、吐出用液体３１の圧力を制御する。
【００６４】
　ポンプによる圧力調整の場合、ポンプ駆動の振動が液体収容部２１内の空気３５に伝達
し、圧力調整にノイズとして悪影響を及ぼすおそれがある。しかし、図９に示す実施形態
によれば、振動が生ぜず連続的な動作が可能となるため、より正確な圧力調整が可能とな
る。
【００６５】
　〔インクジェット記録装置の全体構成〕
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　図１０はインクジェット記録装置１の全体構成図である。このインクジェット記録装置
１は、インクの色毎に設けられた複数の記録ヘッド（図１０中不図示、図１１中符号２２
（２２Ｋ、２２Ｃ、２２Ｍ、２２Ｙ）として記載）を有する印字部１１２と、各記録ヘッ
ド２２に供給するインクを貯蔵しておくインク貯蔵／装填部１１４と、記録紙１１６を供
給する給紙部１１８と、記録紙１１６のカールを除去するデカール処理部１２０と、前記
印字部１１２のノズル面（インク吐出面）に対向して配置され、記録紙１１６の平面性を
保持しながら記録紙１１６を搬送する吸着ベルト搬送部１２２と、印字部１１２による印
字結果を読み取る印字検出部１２４と、印画済みの記録紙（プリント物）を外部に排紙す
る排紙部１２６と、を備えている。
【００６６】
　図１０では、給紙部１１８の一例としてロール紙（連続用紙）のマガジンが示されてい
るが、紙幅や紙質等が異なる複数のマガジンを併設してもよい。
【００６７】
　ロール紙を使用する装置構成の場合、図１０のように、裁断用のカッター１２８が設け
られており、該カッター１２８によってロール紙は所望のサイズにカットされる。カッタ
ー１２８は、記録紙１１６の搬送路幅以上の長さを有する固定刃１２８Ａと、該固定刃１
２８Ａに沿って移動する丸刃１２８Ｂとから構成されており、印字裏面側に固定刃１２８
Ａが設けられ、搬送路を挟んで印字面側に丸刃１２８Ｂが配置されている。なお、カット
紙を使用する場合には、カッター１２８は不要である。
【００６８】
　給紙部１１８から送り出される記録紙１１６はマガジンに装填されていたことによる巻
き癖が残り、カールする。このカールを除去するために、デカール処理部１２０において
マガジンの巻き癖方向と逆方向に加熱ドラム１３０で記録紙１１６に熱を与える。
【００６９】
　デカール処理後、カットされた記録紙１１６は、吸着ベルト搬送部１２２へと送られる
。吸着ベルト搬送部１２２は、ローラ１３１、１３２間に無端状のベルト１３３が巻き掛
けられた構造を有し、少なくとも印字部１１２のノズル面に対向する部分が平面をなすよ
うに構成されている。
【００７０】
　ベルト１３３は、記録紙１１６の幅よりも広い幅寸法を有しており、ベルト面には多数
の吸引孔（不図示）が形成されている。図１０に示したとおり、ローラ１３１、１３２間
に掛け渡されたベルト１３３の内側において印字部１１２のノズル面に対向する位置には
吸着チャンバ１３４が設けられており、この吸着チャンバ１３４をファン１３５で吸引し
て負圧にすることによってベルト１３３上の記録紙１１６が吸着保持される。
【００７１】
　ベルト１３３が巻かれているローラ１３１、１３２の少なくとも一方にモータ（不図示
）の動力が伝達されることにより、ベルト１３３は図１０において、時計回り方向に駆動
され、ベルト１３３上に保持された記録紙１１６は、図１０の副走査方向（紙搬送方向）
と搬送される。
【００７２】
　縁無しプリント等を印字するとベルト１３３上にもインクが付着するので、ベルト１３
３の外側の所定位置（印字領域以外の適当な位置）にベルト清掃部１３６が設けられてい
る。
【００７３】
　吸着ベルト搬送部１２２により形成される用紙搬送路上において印字部１１２の上流側
には、加熱ファン１４０が設けられている。加熱ファン１４０は、印字前の記録紙１１６
に加熱空気を吹きつけ、記録紙１１６を加熱する。印字直前に記録紙１１６を加熱してお
くことにより、インクが着弾後乾き易くなる。
【００７４】
　インク貯蔵／装填部１１４は、印字部１１２の各記録ヘッド２２（図１１参照）に対応
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する色のインクを貯蔵するタンクを有し、各タンクは図示を省略した管路を介して各記録
ヘッド２２と連通されている。
【００７５】
　印字部１１２の後段には、後乾燥部１４２が設けられている。後乾燥部１４２は、印字
された画像面を乾燥させる手段であり、例えば、加熱ファンが用いられる。印字後のイン
クが乾燥するまでは印字面と接触することは避けたほうが好ましいので、熱風を吹きつけ
る方式が好ましい。
【００７６】
　後乾燥部１４２の後段には、加熱・加圧部１４４が設けられている。加熱・加圧部１４
４は、画像表面の光沢度を制御するための手段であり、画像面を加熱しながら所定の表面
凹凸形状を有する加圧ローラ１４５で加圧し、画像面に凹凸形状を転写する。
【００７７】
　このようにして生成されたプリント物は、排紙部１２６から排出される。本来プリント
すべき本画像（目的の画像を印刷したもの）とテスト印字とは分けて排出することが好ま
しい。このインクジェット記録装置１では、本画像のプリント物と、テスト印字のプリン
ト物とを選別してそれぞれの排出部１２６Ａ、１２６Ｂへと送るために排紙経路を切り換
える選別手段（不図示）が設けられている。なお、大きめの用紙に本画像とテスト印字と
を同時に並列に形成する場合は、カッター（第２のカッター）１４８によってテスト印字
の部分を切り離す。カッター１４８は、排紙部１２６の直前に設けられており、画像余白
部にテスト印字を行った場合に、本画像とテスト印字部を切断するためのものである。カ
ッター１４８の構造は前述した第１のカッター１２８と同様であり、固定刃１４８Ａと丸
刃１４８Ｂとから構成されている。
【００７８】
　〔印字部の説明〕
　次に、前記のインク供給システムを備える印字部について説明する。図１１はインクジ
ェット記録装置１の印字部１１２周辺の要部平面図である。印字部１１２には、記録紙１
１６の紙幅方向（主走査方向）に延びる２本のガイドレール１６０に沿って往復移動可能
なキャリッジ１６２が設けられている。キャリッジ１６２には、黒（Ｋ）、シアン（Ｃ）
、マゼンダ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）の各色インクに対応する記録ヘッド２２（２２Ｋ、２
２Ｃ、２２Ｍ、２２Ｙ）及び印字検出部（スキャナユニット）１２４が搭載されており、
これらはキャッリッジ１６２に対して着脱自在に構成されており、キャリッジ１６２と一
体的に主走査方向に走査可能となっている。
【００７９】
　印字検出部１２４は記録画像を撮像するためのセンサ（図１１中不図示、図１２中符号
１６４として記載）を含み、記録ヘッド２２により記録されるテストパターンを読み取り
、記録ヘッド２２のインク吐出状態をチェックする手段として機能する。
【００８０】
　記録紙搬送量検出センサ（搬送量センサ）１６５は、記録紙１１６の副走査方向におけ
る搬送量を計測する手段であり、副走査方向と略平行方向に沿って設けられる光電センサ
を含んで構成される。この搬送量センサ１６５から得られたセンサ信号に基づいて、記録
紙１１６の搬送量が求められる。
【００８１】
　図１２は記録ヘッド２２のノズル面及び印字検出部１２４のセンサ面を示した説明図で
ある。同図に示すように、記録ヘッド２２には多数のノズル１５１が千鳥状に設けられて
おり、副走査方向のノズル密度（ノズル間ピッチｈ）は１インチあたり１２００個（１２
００ノズル／インチ）である。
【００８２】
　なお、図１２に示す千鳥状のノズル配列におけるノズル間ピッチｈは、各ノズル１５１
を副走査方向に並ぶように投影した投影ノズル列のノズル間ピッチ（各ノズルの中心間距
離）である。
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【００８３】
　また、印字検出部１２４のセンサ面には多数のセンサ１６４が副走査方向に沿ってライ
ン状（１次元状）に設けられている。副走査方向のセンサ密度（センサピッチ）は記録ヘ
ッド２２のノズル密度と同じであり（１２００センサ／インチ）、印字検出部１２４とし
ての読取解像度が１２００ｄｐｉとなっている。
【００８４】
　印字検出部１２４のセンサ幅（読み取り幅）は記録ヘッド２２のノズル幅（印字幅）に
比べて広く構成されている。これにより、キャリッジ１６２（図１１参照）に搭載される
記録ヘッド２２及び印字検出部１２４の間に相対的な位置誤差が生じても、印字検出部１
２４は記録ヘッド２２により形成されるテストパターンを確実に読み取ることが可能であ
る。
【００８５】
　図１３は記録ヘッド２２の内部構造を示した構成図であり、（ａ）はその一部を示した
平面透視図、（ｂ）は（ａ）中１３ｂ－１３ｂ線に沿う断面図である。本例の記録ヘッド
２２には、各ノズル１５１に対応して個別流路１５２が設けられている。個別流路１５２
の一壁面にはインク滴をノズル１５１から吐出するための吐出手段として発熱素子１５８
が設けられている。　本例では、ノズル１５１に対向する壁面に発熱素子１５８が配置さ
れている。各個別流路１５２はそれぞれ共通流路１５５に連通している。共通流路１５５
には、図１０のインク貯蔵／装填部１１４から供給されるインクが貯留されており、共通
流路１５５から各個別流路１５２にインクが分配供給される。
【００８６】
　かかる構成により、発熱素子１５８に所定の駆動信号が供給されると、発熱素子１５８
による発熱によって個別流路１５２内に気泡が成長し、その気泡により生じる圧力によっ
てノズル１５１からインク滴が吐出される。インク吐出後、共通流路１５５から個別流路
１５２にインクが再供給される。
【００８７】
　なおその他、吐出手段として圧電素子を用いてもよい。この場合、駆動電圧を印加して
圧電素子が変形すると圧力室の容積が変化するので、これに伴う圧力変化によりノズルか
らインクが吐出される。
【００８８】
　〔制御系の説明〕
　図１４はインクジェット記録装置１のシステム構成を示す要部ブロック図である。イン
クジェット記録装置１は、通信インターフェース７０、システムコントローラ７２、画像
メモリ７４、モータドライバ７６、ヒータドライバ７８、プリント制御部８０、画像バッ
ファメモリ８２、ヘッドドライバ８４等を備えている。
【００８９】
　通信インターフェース７０は、ホストコンピュータ８６から送られてくる画像データを
受信するインターフェース部である。通信インターフェース７０にはシリアルインターフ
ェースやパラレルインターフェースを適用することができる。この部分には、通信を高速
化するためのバッファメモリ（不図示）を搭載してもよい。
【００９０】
　ホストコンピュータ８６から送出された画像データは通信インターフェース７０を介し
てインクジェット記録装置１に取り込まれ、一旦画像メモリ７４に記憶される。画像メモ
リ７４は、通信インターフェース７０を介して入力された画像を一旦格納する記憶手段で
あり、システムコントローラ７２を通じてデータの読み書きが行われる。
【００９１】
　システムコントローラ７２は、通信インターフェース７０、画像メモリ７４、モータド
ライバ７６、ヒータドライバ７８等の各部を制御する制御部である。システムコントロー
ラ７２は、中央演算処理装置（ＣＰＵ）及びその周辺回路等から構成され、ホストコンピ
ュータ８６との間の通信制御、画像メモリ７４の読み書き制御等を行うとともに、搬送系
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のモータ８８やヒータ８９を制御する制御信号を生成する。
【００９２】
　モータドライバ７６は、システムコントローラ７２からの指示に従ってモータ８８を駆
動するドライバ（駆動回路）である。ヒータドライバ７８は、システムコントローラ７２
からの指示に従って後乾燥部４２その他各部のヒータ８９を駆動するドライバである。
【００９３】
　プリント制御部８０は、システムコントローラ７２の制御に従い、画像メモリ７４内の
画像データから印字制御用の信号を生成するための各種加工、補正などの処理を行う信号
処理機能を有し、生成した印字制御信号（ドットデータ）をヘッドドライバ８４に供給す
る制御部である。プリント制御部８０において所要の信号処理が施され、該画像データに
基づいてヘッドドライバ８４を介して記録ヘッド２２のインク滴の吐出量や吐出タイミン
グの制御が行われる。これにより、所望のドットサイズやドット配置が実現される。
【００９４】
　プリント制御部８０には画像バッファメモリ８２が備えられており、プリント制御部８
０における画像データ処理時に画像データやパラメータなどのデータが画像バッファメモ
リ８２に一時的に格納される。
【００９５】
　ヘッドドライバ８４は、プリント制御部８０から与えられる印字データに基づいて各色
の記録ヘッド２２の発熱素子１５８（図１３参照）を駆動するための駆動信号を生成し、
発熱素子１５８に生成した駆動信号を供給する。ヘッドドライバ８４には記録ヘッド２２
の駆動条件を一定に保つためのフィードバック制御系を含んでいてもよい。
【００９６】
　印字検出部１２４は、既述したとおり、記録ヘッド２２より記録されたテストパターン
を読み取り、所要の信号処理などを行って記録ヘッド２２のインク吐出状況（吐出の有無
、ドットサイズ、ドット着弾位置等）を検出し（即ち、各ノズル１５１のばらつきを検出
し）、その検出結果をプリント制御部８０に提供する。プリント制御部８０は、必要に応
じて印字検出部１２４から得られる情報に基づいて記録ヘッド２２に対する各種補正を行
う。
【００９７】
　搬送量センサ１６５は記録紙１３７の副走査方向の搬送量を検出し、搬送量センサ１６
５から得られたセンサ信号（搬送量情報）はプリント制御部１８０へ送られる。
【００９８】
　以上、本発明の液体吐出装置および画像形成装置および液体吐出方法について詳細に説
明したが、本発明は、以上の例には限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において
、各種の改良や変形を行ってもよいのはもちろんである。　
【００９９】
　例えば、記録紙の幅方向にノズルを配列した記録ヘッドを固定した状態で印刷を行うラ
イン方式のインクジェット記録装置に、本発明の液体吐出装置または液体吐出方法を適用
してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の液体吐出装置の概要図である。
【図２】図１に示す実施形態に対してメインタンクを配置する場合を想定した例を示す図
である。
【図３】液体収容部をカートリッジとし、圧力調整装置の代わりに差圧弁を配置する場合
を想定した例を示す図である。
【図４】不揮発性液体を固体の多孔質部材に含浸する例を示す図である。
【図５】吐出用液体と不揮発性液体の間に弾性膜を配置する例を示す図である。
【図６】２枚の弾性膜を配置する例を示す図である。
【図７】吐出用液体の一部が弾性膜を介し不揮発性液体と接する例を示す図である。
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【図８】弾性膜の端部に可動式の支持部材を配置する例を示す図である。
【図９】磁力発生装置の磁力により吐出用液体の圧力を制御する例を示す図である。
【図１０】インクジェット記録装置の全体構成図である。
【図１１】インクジェット記録装置の印字部周辺の要部平面図である。
【図１２】ヘッドのノズル面及び印字検出部のセンサ面を示した説明図である。
【図１３】記録ヘッドの内部構造を示した構成図である。
【図１４】インクジェット記録装置のシステム構成を示す要部ブロック図である。
【図１５】特許文献１に開示されている液体噴射装置の概要図である。
【符号の説明】
【０１０１】
　１１…液体吐出装置、２１…液体収容部、２２…記録ヘッド、２３…圧力調整装置、３
１…吐出用液体、３２…不揮発性液体、３３…液位検出器、３６…圧力検出器、３８…ポ
ンプ、３９…ポンプ駆動制御装置、４３…メインタンク、４６…差圧弁、４７…多孔質部
材、４８…弾性膜、４９…非弾性部材、５４…磁力発生装置、５６…磁力制御装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】
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